
 
 
 
 
   平 成 28年 ８ 月 臨 時 会（ ８ 月 １ 日 開 会 ・ 閉 会 ） 
 

 

 

 

 

 

池 田 町 議 会 会 議 録 



平成２８年８月池田町議会臨時会会議録目次 

 

○招集告示………………………………………………………………………………………………１ 

○応招・不応招議員……………………………………………………………………………………２ 

 

  第 １ 号 （８月１日） 

○議事日程………………………………………………………………………………………………３ 

○本日の会議に付した事件……………………………………………………………………………３ 

○出席議員………………………………………………………………………………………………３ 

○欠席議員………………………………………………………………………………………………３ 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名…………………………３ 

○事務局職員出席者……………………………………………………………………………………４ 

○開会及び開議の宣告…………………………………………………………………………………５ 

○会議録署名議員の指名………………………………………………………………………………５ 

○会期の決定……………………………………………………………………………………………５ 

○町長あいさつ…………………………………………………………………………………………６ 

○議案第２８号の上程、説明、質疑、討論、採決…………………………………………………７ 

○議案第２９号の上程、説明、質疑、討論、採決………………………………………………１２ 

○町長あいさつ………………………………………………………………………………………１５ 

○閉会の宣告…………………………………………………………………………………………１５ 

 

○署名議員……………………………………………………………………………………………１７ 

 

 



－1－ 

池田町告示第５１号 

 

 平成２８年８月池田町議会臨時会を次のとおり招集する。 

 

  平成２８年７月２０日 

池田町長  甕     聖  章 

 

 １.期  日  平成２８年８月１日（月） 午後２時３０分 

 

 ２.場  所  池田町議会議場 

 

 ３．付議事件  １）平成２８年度池田町総合体育館耐震改修工事請負契約の締結について 

         ２）平成２８年度池田町一般会計補正予算（第３号）について 
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○応招・不応招議員 

 

応招議員（１１名） 

    １番  倉 科 栄 司 君       ２番  横 澤 は ま 君 

    ３番  矢 口   稔 君       ４番  矢 口 新 平 君 

    ５番  大 出 美 晴 君       ６番  和 澤 忠 志 君 

    ７番  薄 井 孝 彦 君       ８番  服 部 久 子 君 

    ９番  櫻 井 康 人 君      １１番  立 野   泰 君 

   １２番  那 須 博 天 君 

 

不応招議員（なし） 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

平 成 28 年 ８ 月 臨 時 町 議 会 

 
 

（ 第 １ 号 ） 
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平成２８年８月池田町議会臨時会 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                   平成２８年８月１日（月曜日）午後２時３０分開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 町長あいさつ 

日程第 ４ 議案第２８号 平成２８年度池田町総合体育館耐震改修工事請負契約の締結につ 

             いて、上程、説明、質疑、討論、採決 

日程第 ５ 議案第２９号 平成２８年度池田町一般会計補正予算（第３号）について、上程、 

             説明、質疑、討論、採決 

────────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

────────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１１名） 

     １番  倉 科 栄 司 君      ２番  横 澤 は ま 君 

     ３番  矢 口   稔 君      ４番  矢 口 新 平 君 

     ５番  大 出 美 晴 君      ６番  和 澤 忠 志 君 

     ７番  薄 井 孝 彦 君      ８番  服 部 久 子 君 

     ９番  櫻 井 康 人 君     １１番  立 野   泰 君 

    １２番  那 須 博 天 君 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 甕   聖 章 君 副 町 長 大 槻   覚 君 

総 務 課 長 中 山 彰 博 君 
会計管理者兼 
会 計 課 長 矢 口   衛 君 

住 民 課 長 倉 科 昭 二 君 福 祉 課 長 小田切   隆 君 
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保 育 課 長 勝 家 健 充 君 振 興 課 長 宮 﨑 鉄 雄 君 

建設水道課長 丸 山 善 久 君 教 育 課 長 藤 澤 宜 治 君 

総 務 課 
総 務 係 長 丸 山 光 一 君   

────────────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 大 蔦 奈美子 君 事 務 局 書 記 綱 島 尚 美 君 
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開会 午後 ２時３０分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（那須博天君） こんにちは。 

  平成28年８月池田町議会臨時会が招集されました。御多忙の折、御参集願い、大変御苦労

さまでございます。各位の御協力をいただき、順調な議会運営ができますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

  ただいまの出席議員は11名です。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成28年８月池田町議会臨時会を開会いたし

ます。 

  なお、平林教育長、公務のため、欠席との届け出がありました。 

  会議に入る前にお諮りします。 

  本会議の発言で不適切な用語等があれば、その部分については言い間違えとして、議長に

おいて会議録を修文させていただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  これから、本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（那須博天君） 日程１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、５番、大出美晴議員、６番、和澤忠志議員を指名します。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（那須博天君） 日程２、会期の決定を議題とします。 

  会期の日程については、議会運営委員会を開催し、あらかじめ審議を願ってあります。 
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  議会運営委員長から報告を求めます。 

  矢口稔議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 矢口 稔君 登壇〕 

○議会運営委員長（矢口 稔君） それでは、議会運営委員会の報告を申し上げます。 

  先ほど開催されました議会運営委員会において、本平成28年８月議会臨時会の会期、日程

等について協議いたしました。 

  本平成28年８月議会臨時会の会期は本日８月１日の１日間とし、議事日程についてはお手

元に配付のとおりといたしましたので、よろしくお願いいたします。 

  以上、報告申し上げます。 

○議長（那須博天君） ただいまの委員長報告に質疑がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期、日程については、委員長の報告のとおりとしたいが、御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  したがって、別紙会期日程案のとおりと決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎町長あいさつ 

○議長（那須博天君） 日程３、町長あいさつ。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） 改めまして、こんにちは。 

  ８月議会臨時会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

  議員各位には、時節柄、何かとお忙しいところ、御出席をいただき、ここに８月議会臨時

会が開催できますことを厚く御礼申し上げます。 

  早いもので、町政を担当しましてから４カ月がたちました。この間、国政では参議院議員
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通常選挙が７月10日に行われ、投票率では全国で54.7％となりました。今回の選挙では、公

職選挙法の改正で、今まで20歳以上が選挙権を有したものを満18歳からとした初めての国政

選挙となりました。若い方が安心して住める池田町を目指し、さらなる若者の政治参加に期

待するところであります。 

  また、６月の町議会では、地域交流センター等の建設に向けた予算を審議していただき、

いよいよ本格的に事業が動き出しました。町なかのにぎわい創出に向けて期待がかかるだけ

に、活用面としての充実が求められます。町民の皆様とともに、この点につきましては、共

同構築をしっかりやっていきたいと思います。 

  さて、本臨時会に提案いたします案件は、総合体育館耐震改修工事に伴います請負契約の

締結及び地域介護福祉空間施設整備事業の増額など、一般会計補正予算であります。 

  御審議、御決定をいただきますようお願いし、開会に当たってのごあいさつといたします。

よろしくお願いします。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（那須博天君） 日程４、議案第28号 平成28年度池田町総合体育館耐震改修工事請負

契約の締結についてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） 議案第28号 平成28年度池田町総合体育館耐震改修工事請負契約の締

結について、提案理由の説明を申し上げます。 

  本議案は議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

基づき、工事請負契約の締結について議会の議決を求めるものであります。 

  本事業は、池田町総合体育館の耐震改修工事を実施するものであり、契約方法は事後審査

型一般競争入札を実施し、契約金額は３億6,300万9,600円であります。 

  契約の相手方は、長野県松本市大字和田5511番地19、株式会社ユアーテクノ、代表取締役

石丸康晴氏であります。 

  仮契約は７月27日付けで締結しており、本議会の議決後、本契約とみなす予定であります。 
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  以上、提案理由の御説明を申し上げました。御審議の上、御決定くださるようお願いいた

します。 

○議長（那須博天君） これをもって提案説明を終了します。 

  議案第28号について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  矢口稔議員。 

○３番（矢口 稔君） １点お願いいたします。 

  いよいよ甕町政になってから、初めて大型の請負契約ということでございますので、入札

の関係についてお尋ねしたいと思います。 

  今回は事後審査型の一般競争入札ということでございましたけれども、指名競争入札等々

もありまして、金額に応じて入札方法を検討されていると思いますけれども、どのような形

で、一般競争入札を導入する基準とか、そういったものは明確になっているのかどうなのか、

１点お尋ねをしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 中山総務課長。 

○総務課長（中山彰博君） 一般競争入札、それから指名競争入札、それから随意契約という

３種類が、契約に際してはあるわけでございます。 

  いわゆる一般競争入札につきましては、低価格での入札のメリットということがございま

して、また、指名競争入札につきましては、業務の内容について安心して施工ができるとい

うような状況、それから、随意契約につきましては、短期間で事業が進むということで、そ

れぞれのメリットがありまして。そういった内容で区分けをしながら、一般競争入札、今現

在、大型のものにつきましては、なるべく低価格の競争による入札を心がけているというこ

とでやっております。 

  中規模なものにつきましては、指名競争入札ということで、いわゆるＪＶ、地元の企業等

も入れながら、これは一般競争入札も同じですけれども、そういったことを基準にして行っ

ているというような状況でございます。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

○３番（矢口 稔君） 大規模なのか中規模なのかという基準分けが、どのぐらいの金額なの

かというのがまず知りたいところで、工事の内容、請負の内容等にもよるかと思いますけれ

ども、どのぐらいの基準でそういったところを分けているのかという点と、また、今回、甕

新町政になってから、そういった基準が以前と、前町政と変わった点、そのままいくのか、
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それとももっと、例えば中小企業に有利に事業を行っていただくとか、町内企業を優先して

とか、何かそういった変化等はあるのかお尋ねしたいと思います。その２点についてお願い

します。 

○議長（那須博天君） 中山総務課長。 

○総務課長（中山彰博君） 金額につきましては、一般競争入札、特に定めはございません。

幾らでも、いわゆる随契範囲以上であれば、一般競争入札、指名競争入札、全てできますの

で、その基準はございません。 

  それから、２点目ですけれども、中小企業にもということなんですけれども、基本的に町

の考え方としましては、ＪＶを組んでいく、町の企業を育成していくという部分では、なる

べく参加できやすいような、そういう体制をつくっていくということで、大きな工事につき

ましても、なるべく企業体を組んでやっていただきたいというようなことで、広い視野の中

で検討しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

○３番（矢口 稔君） 最後の点なんですけれども、定めはないということはわかったので、

おおむね数億円以上に関しては、一般競争入札を池田町はしていくのかなという判断は大体

見えるのかなと思いますけれども、甕町政になってから、その変化、今までもＪＶを組んで

育成していくということはあったんですけれども、甕町政になってから、その点について、

要するに、今後こういう入札があった場合には、以前と同じような方法なのか、それともも

っと変化があるのか、その違いがあるのかないのかだけ、お尋ねしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 甕町長。 

○町長（甕 聖章君） 何回か入札に立ち会わせていただきました。大体が池田町は、指名競

争入札というのがほとんどだなということを感じております。一般といいますと、広く募集

しますので、これは価格が下がりますが、なかなか安心した業者というわけにもいかない。

また、地元がほとんどとれないということにもなりますので、指名競争入札という形が、私

は今のところ、いいんじゃないかということで考えております。 

  今後はまた、私なりに考えがあれば検討してみたいと思いますけれども、当面は従来の形

を踏襲していくということで進んでいきたいと思っております。 

  ということで、よろしく御理解をお願いします。 

○議長（那須博天君） ほかに質問。 

  矢口新平議員。 
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○４番（矢口新平君） 総合体育館の改修ということで業者が決まったということ、それと、

88％という中で、ちょっと最近、社総交等で建築費、材料、人件費等上がったという中で、

こういう事後審査型一般入札によって、いろんなところから飛んでくるわけだ。そういう中

で、３億6,300万円で落ちたと。予算の中では４億4,800万円を盛っていたということなんで

すが、その辺町長、何か矛盾しているのかなと思う金額なんですよね。もうちょっと事業費

が高騰していて、本当にぎりぎりのパーセントでくるのかなと思ったら、この金額だと、

6,000万円近く安くなっていると。 

  それと、もう１個総務課長に教えていただきたいのは、次点の入札の金額と、名前は要り

ませんが、差異というのはどのぐらいあるの。このユアーテクノさんと次点の差額。 

  町長にはさっきの最初の話と、総務課長には差額をちょっと教えていただきたい。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 甕町長。 

○町長（甕 聖章君） これは全く入札でありますので、幾らで出てくるか全くわかりません。

合計10社から入札をいただきまして、結局ここが一番安かったというのが実態であります。

そこに対する何ら疑問は、ちょっと私のほうでは感じませんでした。 

  そういうことで御理解いただきたいと思います。 

○議長（那須博天君） 中山総務課長。 

○総務課長（中山彰博君） すみません、ちょっと資料を持ってきておりませんけれども、ほ

ぼ予算に近い金額だったと思います。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

○４番（矢口新平君） 要するに、今回一般でやって、10社が飛んできた中で、９社がＪＶを

組んでいたと。次点の残り９社というのは、ほとんど４億4,800万円の近辺だったというこ

とでしょうか。 

○議長（那須博天君） 中山総務課長。 

○総務課長（中山彰博君） すみません、ちょっと資料を持ってきておりませんので、はっき

り言えませんけれども、予算の範囲内で、多分そのぐらいだと思います。 

○議長（那須博天君） 薄井議員。 

○７番（薄井孝彦君） ユアーテクノに決まったということで、別に問題あるとは思いません

けれども、やはりこの仕事で、地元企業でもやれる内容の仕事は多分あると思うんですよね。

そういう意味で、できるだけ地元企業を使ってもらうような、そういう方策というのをぜひ
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とっていただきたいなというふうに思います。 

  たしか長野県では、契約をするときに、この工事について、何％については長野県の企業

を使ってくださいと、そういう形で契約をしているというやり方が多分あったというふうに

思いますので、できれば今後のこういう工事の場合、そういうことも含めた契約方法という

のも研究していただきたいなと思いますし、一応今回は、共同企業体がユアーテクノ社につ

いてはないということですので、ぜひ町長名でユアーテクノ社に、地元でできる仕事は地元

企業に回してもらいたいと。そういう要望を、ぜひユアーテクノにしていただきたいと思い

ますけれども、町長、いかがでしょうか。 

○議長（那須博天君） 甕町長。 

○町長（甕 聖章君） 外の企業に対しましては、常にそういうことでは、お話はいたします

けれども、過去を振り返りますと、高瀬荘等につきましても、いわゆる下請業者ということ

になりますけれども、非常に、やっぱり見積もりが合わないというのが実態で、そうなると、

幾ら地元に出したくても、その見積もりが合わないということになりますと、それ以上はこ

ちらも、何も言えないということであります。当然、こちらからお願い等はいたしていきた

いと思っております。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） ほか、何か質問ございますか。よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了します。 

  討論を行います。 

  まず、この議案に対して、反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して、賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了します。 

  議案第28号を挙手により採決します。 

  この議案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 



－12－ 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（那須博天君） 日程５、議案第29号 平成28年度池田町一般会計補正予算（第３号）

についてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） 議案第29号 平成28年度池田町一般会計補正予算（第３号）について、

提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の補正予算につきましては、地域介護福祉空間整備等施設整備交付金を活用した集会

施設の整備に伴い、住民要望を踏まえ、増額をお願いするものであります。 

  歳入歳出それぞれ1,382万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ48億6,337

万2,000円とするものであります。 

  歳入では、款９地方交付税で728万円、款19諸収入では、本事業整備に伴う自治会協力金

として654万円を計上しました。 

  歳出では、款３民生費で、設計管理委託及び新築・改修に伴う工事費の合わせて1,382万

円を増額計上しております。 

  以上、御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。 

  なお、補足の説明は担当課長にいたさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須博天君） 補足の説明を求めます。 

  議案第29号について。 

  小田切福祉課長。 

○福祉課長（小田切 隆君） それでは、平成28年度一般会計補正予算（第３号）の補足説明

をさせていただきます。 

  今回の補正は、介護予防・生活支援拠点整備事業によりまして地域公民館を整備する５地

区のうち、国の交付金を超える部分につきまして補正するものでありまして、該当地区につ

きましては３地区となっております。 
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  まず、歳入でございますけれども、最終の３ページをごらんください。 

  順序少し変えて説明いたしますが、19款諸収入、５目の雑入により、地元自治会が負担す

る額として654万円を計上してございますが、新築１地区の地元負担金が非常に多額となっ

たため、緩和措置として５年返済とし、９款地方交付税728万円によりまして、その分を一

般財源で町が立てかえをするという予算内容となっております。 

  これに対する歳出でありますが、３款民生費、１目社会福祉総務費では総額1,382万円を

計上いたしました。内容は、新築１件、改築２件の調査設計管理料に82万円、本体工事とい

たしまして1,300万円を計上するものであります。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） これをもって提案説明を終了します。 

  議案第29号について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  矢口稔議員。 

○３番（矢口 稔君） １点お願いします。 

  今回の高齢者の支え合い拠点施設事業について、自治会の要望に即して、このように対応

していただいたことは、非常に自治会の方にとってもありがたいことかなと思います。 

  消防団の拠点設備のときもそうでしたけれども、自治会、今、いろんなところで多様な金

額が必要になっておりまして、自治会の加入者もなかなか伸び悩んでいるといった事態があ

るかと思いますけれども、今後も同様に、このような大型事業を自治会にお願いするような

場合、自治会負担がでてくる場合には柔軟に対応していただけるのか、その点１点、確認を

お願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 小田切福祉課長。 

○福祉課長（小田切 隆君） それでは、私、福祉課の立場として、この事業という限定させ

て答弁させていただきたいと思いますけれども、自治会の負担額がどのぐらいに上がるによ

ってかと思っております。 

  私どものスタンスとしましては、基本的には１年でお返しをしていただくということで、

その手法としましては、できれば、積み立てのあるところはそれで結構なんですが、ないと

ころについては、金融機関等から借り入れをしていただけたらと思っておりますけれども、

どうもお話を聞きますと、自治会、地縁団体の登記がされていないということで、なかなか

金融機関の融資も渋かったというふうにもお聞きしておりますので、額によりましてこのよ
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うな対応をさせていただきましたので、今後につきましても、金額をめどにしまして、また

構成の世帯数等も勘案する中で検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

○３番（矢口 稔君） 町長にお尋ねしますけれども、今後、消防団の拠点施設もそうでした

し、各課にまたがって、このようなことも今後出てくるのではないかなと思いますけれども、

そういったところは自治会要望に即して対応していただけるのかどうか、お尋ねをしたいと

思います。 

○議長（那須博天君） 甕町長。 

○町長（甕 聖章君） いろんなケースがあると思います。私は町民の皆さんの、やっぱり都

合、要望にお応えして、できるだけ考慮して取り組んでまいりたいと思います。 

  だから、今回もそうですけれども、規定というのはないので、５年返済でもって、いろい

ろ庁内でも議論ありましたけれども、今回は認めていこうということで進めさせていただき

たいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了します。 

  討論を行います。 

  まず、この議案に対して、反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して、賛成討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了します。 

  議案第29号を挙手により採決します。 

  この議案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 
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──────────────────────────────────────────────── 

 

◎町長あいさつ 

○議長（那須博天君） 甕町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） ８月臨時議会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

  ただいま提案いたしました２議案を御決定いただきまして、まことにありがとうございま

した。 

  総合体育館の耐震化につきましては、直ちに事業執行してまいりますので、よろしくお願

いいたします。また、高齢者支え合い拠点施設につきましても、各自治会とも連携を密にし、

早期の発注に心がけ、完成を目指したいと考えております。 

  これから本格的な暑さを迎えます。議員各位におかれましては、熱中症など健康に十分御

留意され、御活躍されますよう御祈念申し上げ、ごあいさつといたします。 

  本日は大変ありがとうございました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（那須博天君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  これをもって平成28年８月池田町議会臨時会を閉会といたします。 

  大変御苦労さまでございました。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ２時５６分 
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